
「信用取引に関する説明書」新旧対照表 

   実施日：2020年 9月 1日 

                                   （下線部変更） 

新 旧 

１Ｐ 

信用取引とは 

（現行どおり） 

 

○ 信用取引には、２つの種類があります。具体的

には、「制度信用取引」と｢一般信用取引｣の２

種類があります。この２つの信用取引の間には、

利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について

異なる制約がありますので、ご注意ください。

なお、当社に信用取引による売買を発注される

場合には、この２つのうちのどの信用取引を利

用するのか明確に指示していただきますようお

願いいたします。 

 

○ 信用取引には、金融商品取引所で行われるもの

の他、PTS（私設取引システム）において行われ

るもの（「PTS信用取引」といいます。）があり

ますが、当社ではPTS信用取引は扱っておりませ

んので、この書面に記載されている事項は、す

べて金融商品取引所で行われるものを対象とし

ています。 

 

（現行どおり） 

 

９Ｐ 

別紙1 

手数料及び諸費用について 

１．信用取引委託手数料 

（３）電話注文手数料（一注文の信用取引約定代金

ごとに算出します。） 

 

手数料率 

 

約定代金 × ０．４４％ 

（最低手数料）２，６４０円 

（手数料上限金額）１１０，０００円 

 

（現行どおり） 

１Ｐ 

信用取引とは 

（省略） 

 

○ 信用取引には、２つの種類があります。具体的

には、「制度信用取引」と｢一般信用取引｣の２

種類があります。この２つの信用取引の間には、

利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について

異なる制約がありますので、ご注意ください。

なお、当社に信用取引による売買を発注される

場合には、この２つのうちのどの信用取引を利

用するのか明確に指示していただきますようお

願いいたします。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

９Ｐ 

別紙1 

手数料及び諸費用について 

１．信用取引委託手数料 

（３）電話注文手数料（一注文の信用取引約定代金

ごとに算出します。） 

手数料率 

約定代金 × ０．７７％ 

（最低手数料）５，５００円 

（手数料上限金額）１１０，０００円 

 

（省略） 

以上 


